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H.21.3海岸漂着物初期対応フロー図

漂着発見

情報入手

マニュアル対象の判断

（2(1)対象漂着物 ）

◆各海岸管理者

◆漁港漁場整備課

◆河川課

初期対応

マニュアル

漂着情報の伝達

（4(1)漂着物発見情報の伝達）

◆連絡網（別紙-3,4）に

より伝達

記 者 発 表
（ 5記者発表 )

◆注意喚起

◆漂着状況

◆漂着数量

◆対応状況

◆今後の見通し

◆その他

記 者 発 表

（第１報）

パトロール等の実施・回収

（4(2)漂着状況の把握、4(8)漂着物の回収）

◆パトロールは原則海岸管理者

◆回収・運搬等は海岸管理者と

市町村が連携・協働

公表

伝達

伝達

◆その他

内容物

の有無

漂着物の処分
（4(8)漂着物の処分）

◆市町村が主体となって処分

なし

海水等

あり

漂着数量集計

（4(9)漂着物の数量集計）

◆水産事務所（局） →漁港漁場整備課

◆県土整備事務所（局） →河川課

◆市町村 → 県土整備経由 →河川課
記者発表

（第２報以降）

回収
数量集計

公表

現地等における簡易検査
（4(3)内容物の検査・分析）

◆保健所若しくは海岸管理者

内容物の処理
◆内容物については現場等で処理

◆空容器は市町村へ搬入

処分

詳 細 分 析
（4(3)内容物の検査・分析）

◆検体輸送：保健所

◆検体保管：県土、市町村

◆分析：保健環境科学研究所

有害性の疑い

があるもの

処分

※このフロー図は、マニュアルの大まかな流れを示
したものであり、詳細はマニュアル参照のこと。

◆検査結果報告：

保環研→保健所→依頼機関

└─→廃対課



１ 海岸漂着物初期対応マニュアルについて 

  流出油を除く海岸漂着物には様々な種類の物があり、又、漂着範囲もその時々によっ

て違っているため事案毎の対応となっているのが現状である。 

 それらの海岸漂着物が、医療系廃棄物や信号筒などの危険物の場合は、海岸利用者や

周辺地域住民の安全かつ快適な生活・利用の確保が出来ないおそれがあることから危機

管理対応が必要となる。 

 このような場合は、県の防災各課、各海岸管理者（県土整備事務所（県土整備局）及

び水産事務所（水産局）または市町村。以下「各海岸管理者」という。）、保健所、市

町村、消防、警察など複数の部局・機関を跨った対応（情報の収集・伝達・共有、防除

方針の決定、現地対応、報道対応、各機関の対策資材の保有状況の把握など）が求めら

れ、情報を一元的に管理する必要がある。 

 そこで本マニュアルは海岸漂着物（以下、「漂着物」という。）が発見された場合（他

機関からの情報入手時も含む）の初期対応について定めるものとする。なお、流出油事

故の場合は、島根県地域防災計画の流出油事故対策計画に基づく対応となる。 

 

２ 対象漂着物及び対象海岸 

（１）対象漂着物 

本マニュアルの対象漂着物は、流出油を除く漂着物のうちそのまま放置しておくこと

により環境衛生上、安全上、海岸利用上又は施設維持管理上支障をきたすおそれがある

と判断されるような漂着物とし、次のものを対象とする。（別紙－１） 

①大量に漂着したポリタンクやドラム缶 

②医療系廃棄物 

③その他、緊急的に撤去が必要な漂着物 

（２）対象海岸 

対象とする海岸は、島根沿岸及び隠岐沿岸とする。 

 

３ 初期対応の基本的な考え方 

 漂着物発見時初期においては、各海岸管理者が主体となり対応することとするが、地

域の実情に応じて状況把握・回収・処分・周辺住民への周知等、関係市町村・警察・消

防などの各関係機関と連携を図り、相互に協力する。 
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４ 漂着物発見時の初期対応 

（１）漂着物発見情報の伝達 

 漂着物発見時の状況や漂着に関する情報の伝達は、「海岸漂着物連絡用紙」（別添 連

絡様式－１）などにより海岸漂着物初期対応緊急連絡網（別紙－３、４）に基づき全機

関がこれを速やかに行う。 

 なお、「海岸漂着物連絡用紙」は、各管内での最初の漂着物発見時や、他機関などか

らの最初の情報入手時などに第１報の情報として用いる。また、大きな状況変化などが

あった場合にも逐次用いるものとする。 

（２）漂着状況の把握 

 漂着物発見時初期は、どのような物がどのくらいの範囲に広がっているのかわからな

いため、まずは漂着状況（漂着物の種類・内容や漂着範囲等）を把握する必要がある。

漂着状況の把握は各海岸管理者が行うのが原則であるが、当該市町村・消防機関・警察

等と連携して漂着状況の把握に努めるものとする。 

（３）内容物等の検査・分析 

ポリタンクやドラム缶等、漂着物の中に内容物が含まれている場合は、各海岸管理者

から当該区域を管轄する保健所に検査を依頼する。検査依頼を受けた保健所は「漂着ポ

リタンク内容物の検査フロー」（別紙－５）により簡易検査を行う。なお、状況に応じ

て各海岸管理者においても、保健所から検査キットの貸与を受け、現地等において簡易

検査を行い判断する。 

簡易検査の結果、有害性が疑われる物については処理主体が適正処理・安全処理でき

るように、保健所が適量を分取し、保健環境科学研究所へ検体を送り分析を依頼する。 

保健環境科学研究所は、検体の分析結果が判明したら速やかに分析を依頼した保健所

及び廃棄物対策課へ分析結果を連絡する。また、分析結果を受け取った保健所は、検査

依頼を行った機関へその分析結果を連絡する。 

（４）住民等への漂着物発見状況等の周知 

 住民等への漂着物発見状況等の周知に関する関係機関の役割分担は以下とする。 

            ①海岸利用者への周知は、各海岸管理者が行う 

      ②周辺住民への周知は市町村が行う 

      ③港湾、漁港利用者への周知は港湾及び漁港管理者がそれぞれに行う 
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（５）記者発表 

１）記者発表の基準 

本マニュアルの対象漂着物については、原則として記者発表を行うものとする。 

２）記者発表の発表者・発表時期 

漂着物発見の第一報の発表は、漂着物発見情報や、他機関からの情報入手の場合共に

消防防災課に情報が集約された時点で消防防災課が速やかに発表を行う。 

第一報の発表後は、漂着状況（漂着物の種類や量、範囲）や関係機関の対応状況（回

収や処分）及び今後の見通しなどの情報について精度をさらに高め、各海岸管理者の主

管課（漁港漁場整備課又は河川課）と廃棄物対策課が発表内容を分担して作成し、必要

に応じて連名により逐次発表を行う。 

ただし、県において危機管理対策本部等を設置し全庁的な対応を行う場合には、第一

報以降も引き続き消防防災課で発表を行うものとする。また、周辺住民や海岸利用者な

どの安全に特に支障を来さない場合には、第一報についても各海岸管理者の主管課若し

くは廃棄物対策課で発表することができる。 

３）主な発表内容 

①発生している事象 

②発表情報のとりまとめ時点 

③発表者 

④漂着物の発見日時 

⑤漂着物発見場所（海岸名、地名等）※位置図・平面図添付 

⑥漂着物情報の入手先（誰から得た情報か） 

⑦漂着物の状況（漂着物名、漂着規模、漂着発生原因等、内容物分析結果等） 

⑧被害の状況（海岸利用者や地域住民、生態系に与える影響等） 

⑨対応状況（体制発令状況、被害拡大防止対策等） 

⑩今後の対応及び見通し等 

（６）関係機関会議の招集 

 漂着に関する情報を入手した消防防災課は、その漂着状況や今後の対応方針（回収や処

分等）などについて必要に応じて関係機関を招集し協議を行う。 
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（７）管外各海岸管理者への指示等 

最初に漂着が発見された管内以外の各海岸管理者への情報伝達は、各海岸管理者の主

管課（漁港漁場整備課及び河川課）から行い、速やかにパトロールなどの指示を行う。 

ただし、市町村管理の海岸については、消防防災課から漂着情報などを伝達する際、

速やかにパトロールなどを実施するよう要請を行う。 

（８）漂着物の回収・処分 

本マニュアル２（１）の漂着物の回収・運搬・搬入については、各海岸管理者と市町

村が連携して協働し対応する。また、処分については当該市町村が主体となり対応する。 

なお、回収・処分にあたっては、保健所は内容物の検査結果等を踏まえて必要な助言・

指導を行うものとする。 

なお、回収したものを一時的に保管する場合は、飛散・流出しないような措置、周囲

と区別できるよう囲いや仕切り、及びむやみに人が立ち入らないような表示・施錠等の

対応を行う。 

（９）漂着物の数量集計 

  漂着物の数量集計結果については、水産事務所（局）及び県土整備事務所（局）がそ

れぞれの主管課（漁港漁場整備課及び河川課）へ適宜報告する。県庁内のとりまとめは

河川課が行う。 

なお、市町村管理の海岸の集計結果については、各市町村が当該地区を管轄する県土

整備事務所（局）へ報告し、報告を受けた各県土整備事務所（局）は、管内の所管海岸

分と合わせて河川課へ報告する。 

  

５ その他 

 この初期対応マニュアルに定めのない事項については、関係各課が、その都度協議し

て定めるものとする。 

なお、このマニュアルは、平成２１年３月から運用する。 
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実

線
・
赤

色
一

点
鎖

線
ル

ー
ト
）

第
１
発
見
者
か
ら
通
報
を
受
け
た
各
関
係
機
関
は
、
漁
港
区
域
内
で
あ
れ
ば

水
産
事
務
所
へ
、
そ
れ
以
外
の
区
域
で
あ
れ
ば
当
該
県
土
整
備
事
務
所

（
県
土
整
備
局
）
へ
連
絡
す
る
。
（
青

色
実

線
ル

ー
ト
）

県
庁
内
関
係
各
課
か
ら
も
関
連
す
る
管
外
の
各
関
係
機
関
へ
情
報
伝
達
を

行
う
。
（
茶

色
一

点
鎖

線
ル

ー
ト
）

水
産
事
務
所
及
び
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
管
課
へ
伝

達
す
る
と
共
に
、
管
内
の
関
係
機
関
へ
情
報
提
供
す
る
。
情
報
伝
達
を
受
け

た
漁
港
漁
場
整
備
課
ま
た
は
河
川
課
は
消
防
防
災
課
へ
伝
達
す
る
。
（
オ
レ

ン
ジ
色

実
線

ル
ー
ト
）

県
警

本
部

地
域

課

農
林

水
産

総
務

課

港
湾

空
港

課

環
境

政
策

課

報
道

機
関

水
産

課

農
地

整
備

課
土

木
総

務
課

廃
棄

物
対
策

課

広
聴

広
報

課

観
光

振
興

課

教
育

庁

管
内

管
外

管
外

Ｊ Ｆ し ま

（ 県 本 部

海 士 町 漁

整
備

課

情
報

共
有
・
協
議

第１報

第２報以降

管
内

消
防

防
災

課

県
民

セ
ン

タ
ー

・

隠
岐

支
庁

県
民

局
保

健
所

農
林

振
興

セ
ン

タ
ー

・

隠
岐

支
庁

農
林

局

水
産

事
務

所
・

隠
岐

支
庁

水
産

局

県
土

整
備

事
務

所
・

隠
岐

支
庁

県
土

整
備

局
沿

岸
市

町
村

沿
岸

住
民

警
察

署
消

防
本

部

管
外

ま ね

部 ）

漁 協
保

健
環

境

科
学

研
究

所
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海
岸

漂
着

物
　
初

期
対

応
緊

急
連

絡
網

情
報

入
手

版

他
県

、
海

上
保

安
部

、
そ
の

他

【
他

県
、
海

上
保

安
部

等
か

ら
の

情
報

】

県 警 本

地 域

農 林 水 産 総

港 湾 空 港

環 境 政 策

水 産

土 木 総 務

廃 棄 物 対

広 聴 広 報

観 光 振 興

教 育

県 民 セ ン タ

隠 岐 支 庁 県

消 防 本

他
県
情
報
、
海
上
情
報
等

県
庁

各
課 河 川

漁 港 漁

整 備

消
防

防
災

課

農 地 整 備

別
紙

－
４

注
１
：

注
２
：

注
３
：

注
４
：

情
報
伝
達
を
受
け
た
消
防
防
災
課
は
直
ち
に
関
係
各
機
関
へ
漂
着
情
報

を
伝
達
す
る
。
（
赤

色
実

線
ル

ー
ト
）

消
防
防
災
課
か
ら
伝
達
を
受
け
た
県
庁
各
課
は
、
沿
岸
の
関
係
出
先
機

関
へ
情
報
伝
達
（
黒
色
実
線
ル
ー
ト
）
し
、
漁
港
漁
場
整
備
課
か
ら
は
水

産
事
務
所
へ
、
河
川
課
か
ら
は
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）
へ
パ
ト
ロ
ー
ル

等
を
指
示
す
る
。
（
茶

色
実

線
ル

ー
ト
）

他
県
等
か
ら
漂
着
情
報
を
受
け
た
県
庁
の
各
課
は
、
消
防
防
災
課
へ
情

報
伝
達
す
る
。
（
青

色
実

線
ル

ー
ト
）

各
海
岸
管
理
者
主
管
課
（
漁
港
漁
場
整
備
課
、
農
地
整
備
課
、
河
川
課
、

港
湾
空
港
課
）
と
廃
棄
物
対
策
課
は
、
今
後
の
対
応
等
に
つ
い
て
綿
密
に

協
議
を
行
う
と
共
に
、
出
先
事
務
所
（
水
産
事
務
所
・
県
土
整
備
事
務
所

（
局
）
）
・
保
健
所
）
や
市
町
村
が
連
携
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

（
紫

色
実

線
）

水 産 事 務 所 ・

隠 岐 支 庁 水 産 局

本 部
課

総 務 課

港 課

策 課

沿
岸

住
民

報
道

機
関

課

務 課

策 課

報 課

興 課
庁

県 土 整 備 事 務 所 ・

隠 岐 支 庁 県 土 整 備 局

タ ー ・

県 民 局

保 健 所

農 林 振 興 セ ン タ ー ・

隠 岐 支 庁 農 林 局

沿
岸

市
町

村

警 察 署

部

Ｊ Ｆ し ま ね

（ 県 本 部 ）

海 士 町 漁 協

課

漁 場
課

情
報

共
有

・
協
議

・
連
携

情
報

共
有

協
議

第
２
報
以
降

第
１
報

備 課

保 健 環 境 科 学 研 究 所

第
２
報

以
降

注
５
：
黒
色
点
線
の
伝
達
ル
ー
ト
は
必
要
に
応
じ
て
行
う
。

（
紫

色
実

線
）

沿
岸

住
民
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※１ ※１　分析必要量を搬入

※１

※１

※１

漂着ポリタンク内容物の検査フロー

簡易検査＜現地又は回収後＞

刺激臭がする
Ｙｅｓ

Ｎｏ

無 色
Ｎｏ

別紙－５

ＰＨ試験紙

中性域５～９

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｅ Ｃ

45,000μs/cm以上

Ｙｅｓ

Ｎｏ

＜留意事項＞
１．少量(500mℓ 程度以下)で特別の異常が認められないものは現場処理する。

２．少量でも分析確認が必要と判断したものは、状況に応じてポリ容器から別の小型容器に移し
　　替えて保健環境科学研究所へ搬入する。

保健環境科学研究所

※２ 分析項目は状況に

よっては増減する

現場等処理

（現場で判断）

Ｙｅｓ（海水の可能性大）

Ｃｄ ・ Ｐｂ ・ Ｈｇ ・ Ａｓ ・ ＣＮ

について分析 ※２

分析結果は、保健所へ連絡

詳 細 分 析

保健所から検査依頼機関に連絡 適正な処分の実施
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海
岸

管
理

者
毎

の
基

本
的

な
対

応
区

分

国
交
省
海
岸

市
町

村
管

理
海

岸

国
交
省
河
川
局

国
交

省
港

湾
局

農
水

省
水

産
庁

農
水

省
農

村
振

興
局

県
土

整
備
事
務
所
（
局
）

市
町

村

河
川
課

－

漂
着

情
報

窓
口

（
県

出
先

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）
　
ま
た
は

　
水
産
事
務
所

漂
着

情
報

窓
口

（
海

岸
法

、
港

湾
法

、
漁

港
漁

場
整

備
法

に
基

づ
い
た
区

分
）

海
岸
区

分
港
湾
海
岸

漁
港
海
岸

農
地

海
岸

所
　
　
管

国
交
省
港
湾
局

農
水
省
水
産
庁

農
水
省
農
村
振
興
局

海
岸
管

理
者

海
岸
管
理
者

の
主

管
課

漂
着
情
報

　
　
　
の
伝
達

↓

県
土
整
備
事
務
所
（
局
）

水
産
事
務
所
(局

）

港
湾
空
港
課

漁
港
漁
場
整
備
課

県
土

整
備

事
務

所
（
局

）

農
地

整
備

課

別
紙
－
６

漂
着

情
報

窓
口

（
県

庁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
川
課
　
ま
た
は
　
漁
港
漁
場
整
備
課

パ
ト
ロ
ー
ル

等
の

指
示

・
要

請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
川
課

消
防

防
災

課

↓

　
　
　
　
※
１

現
地

確
認

調
査

等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）

市
町
村

※
１

　
　
　
　
※
２

漂
着

数
量

と
り
ま
と
め

（
出

先
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）

市
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
川
課

※
２

河
川
課

　
　
　
　
　
※

３
漂

着
数

量
と
り
ま
と
め

（
県

庁
）

河
川
課

パ
ト
ロ
ー
ル

等
の

区
域

や
分

担
に
つ
い
て
は

、
各

管
内

毎
に
海

岸
管

理
者

と
市
町
村
等
が
協
議
し
、
連
携
し
て
漂
着
状
況
の
把
握
に
努
め
る
。

市
町
村
管
理
の
港
湾
及
び
漁
港
に
つ
い
て
の
漂
着
数
量
は
、
当
該
地
区
を
管
轄
す
る
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）
へ
報
告
し
、
県
土
整
備
事
務
所
（
局
）
は
管
内

の
所
管
海
岸
分

と
合

わ
せ

て
河

川
課
へ

報
告
す
る

海
岸

パ
ト
ロ
ー
ル

等

パ
ト
ロ
ー
ル

後
　
　
　
の
数
量
集
計
等

↓

↓

河
川

課

県
土

整
備

事
務

所
（
局

）

県
土

整
備

事
務

所
（
局

）

漁
港
漁
場
整
備
課

漁
港
漁
場
整
備
課

水
産
事
務
所
(局

）

水
産
事
務
所
(局

）

↓

↓
↓ ↓

※
３

県
庁
内
の
と
り
ま
と
め
は
、
河
川
課
で
お
こ
な
う
。

の
所
管
海
岸
分

と
合

わ
せ

て
河

川
課
へ

報
告
す
る
。

10



連
絡
様
式
－
１

こ
の
用
紙
は
、
漂
着
発
見
情
報
の
第
１
報
時
や
大
き
な
状
況
変
化
時
な
ど
に
用
い
る

課
長

Ｇ
Ｌ

Ｇ
Ｌ

主
幹

主
幹

担
当

担
当

　
　

所
長

部
長

部
長

Ｇ
課
長

Ｇ
課
長

担
当

担
当

海
岸

漂
着

物
連

絡
用

紙
（

第
　

１
　

報
　

　
／

　
　

）
　

平
成

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

（
　

　
　

）
　

　
　

　
　

時
　

　
　

　
分

現
在

通 報 者

所
　
　
属

発
生
日
時

漂 着 状 況 ・ 対 応 状 況

氏
　
　
名

発
見
日
時

連
 
絡
 
先

そ
 
の
 
他

受 報 者

受
報
日
時

事
務
所
名

部
・
Ｇ

氏
　
　
名

Ｔ
Ｅ
Ｌ

漂 着 発

海
岸
名

所
　
管

住
　
所

備
　
考

海
岸

注
：
漂
着
個
数
の
集
計
や
、
管
内
図
等
に
漂
着
範
囲
等
状
況
や
写
真
な
ど
を
明
記
し
、
添
付
す
る
こ
と
。

・ 今 後 の 対 策 ・ そ の 他

発 見 場 所 等

海
岸

海
岸

海
岸

漂
着

物
質

別
原

因
別

記
者

発
表

内
容
物
分
析
結
果
等

刺 激 臭

Ｐ ｈ 値

Ｅ Ｃ 値
ポ リ タ ン ク

し な い ・ し な い 予 定

す る ・ す る 予 定 ・ し た

ド ラ ム 缶

医 療 系 廃 棄 物

そ の 他 （ 物 質 不 明 等 ）

海 難 事 故 等

不 法 投 棄

す る 　 ・ 　 し な い

１ ～ ４ ・ ５ ～ ９

4 5 0 0 0 以 上 ・ 以 下

対
応

機
関

名
等

魚
等

の
へ

い
死

有 ・ 無

数 量

原
因
者
が
判
明

し
た
場
合
の

氏
名
・
住
所
等

漂
着
量

多
　
　
中
　
　
少
　

そ の 他 （ 飛 行 機 事 故 等 ）

原 因 不 明 （ 人 為 的 行 為 ）

原 因 不 明 （ そ の 他 ）

自 然 現 象
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記
入

用
紙

例

海
岸

　
ポ
リ
タ
ン
ク
漂

着
状

況 内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

今
浦
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

福
光
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

神
畑
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

琴
ヶ
浜
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

大
浦
海
岸

2
0

4
0

2
0

4
0

6
0

6
内
容
物
は
強
酸
性
液
体

逢
浜
海
岸

1
5

3
3

1
5

3
3

4
8

1
2

内
容
物
は
過
酸
化
水
素
水

久
手
海
岸

0
0

1
0

2
0

0
1
0

2
1
0

2
1
2

内
容
物
は
不
明

久
手
港

0
0

0
0

0
0

0

宅
野
港

0
0

0
0

0
0

0

温
泉
津
港

0
0

0
0

0
0

0

坂
灘
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

馬
路
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

馬
路
横
貝
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

馬
路
塩
谷
ヶ
迫
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

島
津
屋
港
周
辺

0
0

0
0

0
0

0

波
根
・
柳
瀬
海
岸

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

1
5

1
3

5
2

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

5
1
7

5

2
2

2
4

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8

6
1
8

2
4

0
0

0
0

0

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

合
計

2
0

1
0

3
0

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

合
計

備
考

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

○
○
県
土
整
備
事
務
所

海
岸
名

市
町
村
名

1
月
6
日

1
月
7
日

1
月
8
日

1
月
9
日

1
月
1
0
日

1
月
1
1
日

1
月
1
2
日 調
査
日

（
毎
日
で
な
く
、
実
際
に

調
査
し
た
日

で
よ
い
）

ハ
ン
グ
ル

表
記

の
有

無

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に

「
内

容
物

あ
り
・
な
し
」
で

分
け
て
集
計

記
入

例

調
査
し
た
海
岸
名

備
考
欄
に
わ
か
れ
ば
内
容
物

の
成
分
や
、
そ
の
他
気
の
付
い

た
内
容
を
記
載
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記
入

用
紙

例

海
岸

　
ポ
リ
タ
ン
ク
漂

着
状

況 内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

○
○
県
土
整
備
事
務
所

海
岸
名

市
町
村
名

備
考

0

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

内 容 物 な し

内 容 物 あ り

0

1
月
1
1
日

1
月
1
2
日

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

1
月
1
0
日

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

1
月
6
日

1
月
7
日

1
月
8
日

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

0

合
計

ハ
ン
グ
ル

表
記

ハ
ン
グ
ル

以
外

合
計

0
0

0

1
月
9
日

0
0

ハ
ン
グ
ル

以
外

0
0

0
0

0
0

0
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海岸漂着物初期対応マニュアルに関する質問や意見

質問・意見 回答 該当箇所

1

川の水質事故のような情報の連絡用紙を作成して
はどうか。

今回のポリ容器漂着時に作成していた。使用に際し、情報が煩
雑となっていったため再検討した。
本マニュアルに用紙を記載するので、発見の第一報時や状況変
化時などに活用されたい。

P 2 本文4(1)
P11 連絡様式-1

2

内容物のあるポリ容器などを全て保健所に持ち込
んで検査するのは大変であり、検査した結果海水で
あったということもある。
パトロールの際、現地で試験紙などによって検査で
きるよう器具の貸し出しや指導をお願いしたい。

保健所から簡易検査キットやリトマス試験紙などの貸し出しや指
導を行い現地で確認してもらうようにしたい。

P 2 本文4(3)

3

市町村管理の港湾や漁港などは自発的に動くのか
どこかから指示があるのかわからない。明確にして
ほしい。

誰が市町村などへパトロールなどの要請、指示するのか明確に
した。
（県：消防防災課→市町村）

P 4 本文4(7)
P10 別紙-6

4

回収後の仮置きする場合にはどのような保管をすれ
ばよいのか。

回収したものを一時的に保管する場合は、飛散・流出しないよう
な措置、周囲と区別できるよう囲いや仕切り、及びむやみに人が
立ち入らないような表示・施錠等の対応を行う。

P 4 本文4(8)

5
市町村管理の漁港などの漂着数量の集計はどこが
とりまとめるのか。

市町村管理の漁港・港湾・農地海岸での漂着数量の報告先（県
土整備事務所（局））などを明確にした。

P 4 本文4(9)
P10 別紙-6

6

漁港区域がどこなのかわからない。したがって、連
絡の窓口は一本化してほしい。

検討の結果、連絡網としては県土整備事務所と水産事務所に分
けるが、注意書きとして「海岸の区域が不明確な場合は、県土整
備事務所（局）へ速やかに伝達する」を追記した。

P 7 別紙-3

7

各機関がそれぞれにどう行動するのか、何をするの
かがわかりづらい。列記してはどうか。

県と市町村の関係や各機関の対応や役割分担などは地区ごと
にそれぞれ違うため一律に決められないところがある。
マニュアルでは主体的な機関がどこなのかなど基本的な役割を
記載している。実際には関係機関が協議により対応していただき
たい。

8

対象漂着物のうちの「大量に漂着した・・・」の大量と
はどの程度のことをいうのか。

数量で線引きをするのは難しいが、状況からしてひとつの海岸や
港などで漂着が収まらないような場合のことを想定している。
漂着発見初期においては、全体の規模などが把握できないの
で、少数であっても広範囲に広がっていると思われる場合は、本
マニュアルの連絡網に基づき情報伝達されたい。

9

海岸漂着物はポリ容器以外にも様々な物がある。
本マニュアルのように限定するのはどうなのか。

海岸漂着物は様々な物があるため、対応はそれぞれに違ってく
る。まずは本マニュアルの対象漂着物から対応していきたいと考
えている。

10

このマニュアルの対象物以外の物についてはどうす
るのか。

このマニュアルの対象外の物については何もしなくていいという
わけではなく、個別に通常の海岸管理が必要である。
本マニュアルの連絡網などを活用し、本マニュアルを準用して対
応されたい。

11

通常警察署からは市町村に連絡が入る。本マニュ
アルでは市町村へではなく県土整備事務所や水産
事務所へ連絡することとなっている。それでよいか。

県警本部へ確認したところ、市町村へ連絡することとなっている
そうなので、連絡網を修正した。 P 7 別紙-3

12

対応の終息はいつか。 漂着物の種類や量によって状況が違うため一様に決めることは
困難である。
それぞれのケース毎の状況から各海岸管理者の主管課が終息
を判断せざるを得ないと考えている。

13

農林振興センターへの伝達は、農林水産総務課か
らと農地整備課からの二本立てとなっているが、農
林水産総務課からだけでよい。

農林水産総務課に確認の結果、意見の通り修正した。
P 7 別紙-3
P 8 別紙-4

14
県土整備事務所（局）への伝達は、河川課だけでよ
い。

港湾空港課や農地整備課からの個別の伝達事項も考えられる
ので副ルート（点線）として残しておきたい。 P 7 別紙-3

15
海岸利用者への周知はどのようなことが考えられる
のか。

海岸へ進入する通路に立て看板を設置するとか、近くの釣具店
に情報提供をお願いするなどが考えられる。

16
数量集計は、漂着発見数なのか回収数なのか？ 漂着状況を早急に把握したいため、漂着発見数でカウントした

い。回収数は回収数として整理しておいて頂きたい。
P12,13
記入用紙例

17

内容物がある回収物について、市町村施設では適
正処理ができない等の理由から、処理が滞ってしま
う場合がある。
このような場合、状況によっては海岸管理者（県土
整備事務所等）が処理できるのか。

原則、海岸漂着ゴミは一般廃棄物であり、市町村による処分とす
る。
ただし、各地域事情(施設整備状況、民間業者の有無、離島等)
及び漂着物の種類（危険物等）などにより、市町村が処理するに
あたり、速やかな適正処理が困難である場合は、市町村と海岸
管理者とが協議を行い、一時的な対応として、産業廃棄物として
海岸管理者が処分しても差し支えない。
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